
一般社団法人岩手県産業資源循環協会 入会審査規程 

（目的） 

第１条 この規程は、一般社団法人岩手県産業資源循環協会（以下「本会」という。）定款第

７条に定める入会に関して必要な事項を定めるものとする。 

（入会審査の準備） 

第２条 新たに会員になろうとする者の入会審査基準は、次の各号に掲げるものとし、その

すべてを満たすものでなければならない。 

(1) 正会員にあっては、定款第6条第1号に規定する産業廃棄物の処理又は再生利用を行う

ものであること。 

(2) 過去２年間に定款第10条の規定に該当する行為がない者であること。 

(3) 過去２年間に廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の違反による命令その他処分を受

けていない者であること。 

(4) 加入申請前に員外者として本会の活動を妨害又は業界秩序を混乱させる等の行為を行

っていない者であること。 

(5) 経営状況が著しく悪い状況にない者であること。 

(6) 暴力団員等がその事業活動を支配する者でないこと。 

（入会推薦人） 

第３条 新たに会員になろうとする者は、理事２名の推薦を受けなければならない。この場

合、原則として理事のうち１名は事業所が新たに会員になろうとする者と同一の広域振興

圏に属する者でなければならない。 

（誓約書） 

第４条 新たに会員になろうとする者は、入会申込時に次に掲げる事項を遵守する旨を記載

した誓約書を提出しなければならない。 

(1) 本会の目的に賛同し、本会の事業に積極的に協力すること。 

(2) 社会的な信用を失墜させる行為を行わないこと。 

(3) 定款及び本会の定める諸規程を遵守すること。 

(4) 総会及び理事会の決議に基づく義務を履行すること。 

（入会審査） 

第５条 会長は、入会の申込があった場合、関係書類を添えて理事会に提出し、その審査に

付さなければならない。 

（委任） 

第６条 この規定に定めるもののほか、入会審査に関し、必要な事項は理事会の議決を経て

会長が定める。 

附則 

１ この規則は、本会の設立登記の日から施行する。 

附則（平成30年12月20日改正 第１条） 

１ この規則は、平成31年４月１日から施行する。 



入会申込書 

 

 私は、一般社団法人岩手県産業資源循環協会の目的に賛同し、貴協会に加入したいので、

貴協会理事 2 名の推薦書及び関係書類を添えて申込みします。 

 

令和  年  月  日 

住  所 〒 

 

氏名又は名称                           ㊞ 

T E L 

F A X 

E-mail 

 

 

推 薦 書 

 

 当協会に入会希望の上記の者は、協会の規約を遵守し、信義をもって協会の事業に協力

する者であることを認め、推薦します。 

 

令和  年  月  日 

住  所 

 

氏名又は名称                             ㊞ 

 

令和  年  月  日 

住  所 

 

氏名又は名称                             ㊞ 

 

一般社団法人岩手県産業資源循環協会 

会 長  濱田 博 殿 

 

（注）添付書類：個人の場合は申込者の履歴書、法人の場合は会社の経歴書及び役員名簿

（役職名・氏名・生年月日）、廃棄物処理法の許可がある場合は、許可証

の写し、誓約書 

 



誓約書 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

一般社団法人岩手県産業資源循環協会 

会長  濱田 博  殿 

 

 

住   所 

 

名   称 

 

代表者氏名                     ㊞ 

 

 

 

 

 

 

 

私は、貴協会に入会のうえは、 

１．協会の目的に賛同し、協会の事業に積極的に協力すること。 

２．社会的な信用を失墜させる行為を行わないこと。 

３．定款及び協会の定める諸規程を遵守すること。 

４．総会及び理事会の議決に基づく義務を履行すること。 

を誓約いたします。 
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